
 

 
 

○情報公開委員会設置細則 

   （平１６細則２９号 平成１６年４月１日） 

 改正 平１６細則第１９７号 平成１６年７月１日 

    平１８細則第１０３号 平成１９年３月１３日 

    平１９細則第８６号 平成１９年９月２１日 

    平２１細則第４８号 平成２１年７月２８日 

    平２１細則第９８号 平成２２年３月１７日 

    平２２細則第１５号 平成２２年６月２９日 

    平２４細則第３２号 平成２４年９月６日 

    平２６細則第６３号 平成２７年３月３１日 

    平３０細則第１１２号 平成３１年３月２９日 

    令１細則第５９号 令和元年１０月３０日 

    令３細則第２３号 令和３年６月２９日 

    令３細則第９９号 令和４年３月３１日 

    令４細則第８９号 令和５年３月３１日 

    令５細則第６号 令和５年６月１日 

 

 

（設置） 

第１条 国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「機構」という。）の情報公開に関

する事項を審議するため、情報公開規程（平１６規程第２５号）第３条の規定に基づき、

情報公開委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

 （任務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）機構が開示請求を受けた法人文書についての全部開示、部分開示又は全部不開示

の決定 

（２）移送・第三者意見照会の必要性に係る事項 

（３）他の独立行政法人等又は行政機関の長からの意見照会に係る事項 

（４）審査請求の対応方針に係る事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、機構の情報公開及び法人文書の管理に係る事項 

２ 委員会は、審査請求に係る情報公開・個人情報保護審査会の答申書の内容について

報告を受ける。 



 

 
 

 

 （構成等） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は総務部長をもって充てる。 

３ 委員は、総務部長を除く別表に定める構成員とする。 

４ 委員長は必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができる。 

 

 （報告） 

第４条 委員長は、委員会の審議内容を理事長に報告する。 

 

 （委員会の運営） 

第５条 委員会の運営は、総務部法務・コンプライアンス課が担当する。 

 

 （雑則） 

第６条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

 

   附 則 

 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６細則第１９７号） 

この細則は、平成１６年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平１８細則第１０３号） 

 この細則は、平成１９年３月１３日から施行する。 

 

   附 則（平１９細則第８６号） 

 この細則は、平成１９年９月２１日から施行する。 

 

   附 則（平２１細則第４８号） 

 この細則は、平成２１年８月１日から施行する。 

 



 

 
 

   附 則（平２１細則第９８号） 

この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平２２細則第１５号） 

 この細則は、平成２２年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平２４細則第３２号） 

 この細則は、平成２４年９月１０日から施行する。 

 

   附 則（平２６細則第６３号） 

 この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平３０細則第１１２号） 

 この細則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令１細則第５９号） 

 この細則は、令和元年１１月１日から施行する。 

 

附 則（令３細則第２３号） 

 この細則は、令和３年８月１日から施行する。 

 

附 則（令３細則第９９号） 

 この細則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令４細則第８９号） 

 この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令５細則第６号） 

 この細則は、令和５年６月１日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 



 

 
 

委員 技術開発部長 

北極域研究船推進部長 

研究推進部長 

研究プラットフォーム運用部門企画調整部長 

経営企画部長 

海洋科学技術戦略部長 

総務部長 

人事部長 

経理部長 

情報セキュリティ・システム部長 

安全衛生監理室長 

監査室長 

 


